
令和７年度以降の清流の国ぎふ森林・環境基金事業の 
追加・変更点について 

 

 

１.里山林整備事業（①-２ライフライン保全対策事業）のメニュー追加 

    ・強風、台風、大雪等による停電及びこれに起因する被害の発生を抑止する 

ため、市町村が行う電線周辺に所在する立木の伐採事業への補助 

 

２.ぎふ木育推進事業（①－２ ぎふ木育の全県展開の推進）の拡充等 

・ぎふ木遊館サテライト施設整備への補助 

・「ぎふ木育」における新たな資格制度の導入 

 

３.森林空間活用促進事業（②森林空間の活用を図るための施設の設置・改修） 

の補助対象者の変更 

・補助対象者を市町村のみに変更 
 

４.野生鳥獣個体数管理事業（①ニホンジカの個体数管理を目的とした捕獲等） 

の拡充 

・特別区域におけるニホンジカの捕獲活動への支援を追加 

   特別区域：県境を跨ぐ山・山麓範囲のうち、大学等の科学的根拠に基づく調査により 

ニホンジカの著しい増加または増加が危ぶまれることが確認された区域 

 

５.野生鳥獣個体数管理事業（②ニホンザルの個体数管理を目的とした捕獲等） 

の拡充 

・第二種特定鳥獣管理計画の目標達成に向けた年間捕獲頭数の変更 
 

６.野生鳥獣個体数管理事業（④大学等と連携して行う野生動物管理に関する 

調査研究等）の拡充 
・ニホンジカやニホンザル等の野生鳥獣の個体数を把握するため、野生動物
管理推進センターの知見を活かしながら野生鳥獣の生息数調査を実施 

 

７.脱炭素社会ぎふづくり事業（②地域循環共生圏構想の促進）の見直し 

・10脱炭素社会ぎふづくり事業（①脱炭素社会ぎふを支える人づくり） 

へ事業を統合し、地域循環共生圏構想の理念を継承 

資料４ 


